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⑥
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
運
転

技
能
講
習
（
最
大
荷
重
１
ｔ
以

上
）

⑦
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
研
修

２
級

補
助
金
額　

経
費
の
２
分
の
１
以

内
の
額(

千
円
未
満
切
り
捨
て
）

問
い
合
わ
せ
先　

商
工
課
☎

30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番

中
小
企
業
の

経
営
・
労
務
相
談
に
応
じ
ま
す

　　中
小
企
業
労
務
管
理
相
談
セ
ン
タ
ー

　

中
小
企
業
の
事
業
主
へ
の
支
援

を
行
う
た
め
、「
中
小
企
業
労
務
管

理
相
談
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

　
「
販
路
拡
大
の
方
法
に
つ
い
て

知
り
た
い
」「
給
与
制
度
・
給
与

体
系
を
見
直
し
た
い
」
な
ど
の
経

営
・
労
務
に
関
す
る
相
談
に
つ
い

て
、
専
門
家
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で

対
応
す
る
無
料
窓
口
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

中
小
企
業
労
務

管
理
相
談
セ
ン
タ
ー（
滋
賀
県
社

会
保
険
労
務
士
会
事
務
所
内
）（
大
津

市
打
出
浜
２-

１　

コ
ラ
ボ
し
が
21

６
階
）
☎
０
７
７-

５
２
６-

９

９
８
１
番

か
る
書
類
（
保
険
会
社
か
ら
の
通

知
書
等
な
ど
）	

▼
住
民
税
納
税
通
知
書
そ
の
他
所

得
お
よ
び
課
税
状
況
が
分
か
る

書
類	

▼
該
当
す
る
年
分
の
所
得
税
の
確

定
申
告
書
の
控
え	

申
請
期
限

　

平
成
25
年
３
月
29
日
㈮

そ
の
他

●
申
請
受
付
期
限
内
に
申
請
さ
れ

な
い
場
合
は
、
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
税
務
署
に
よ
る
所
得
税
の
「
特

別
還
付
金
」
が
あ
る
場
合
で
も
、

住
民
税
相
当
額
の
給
付
金
が
０

円
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
税
率
・
計
算
式
等
が
異
な
る
た
め
）

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

税
務

課
市
民
税
係
☎
30-

６
１
４
０

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

彦
根
市
技
能
取
得
訓
練

事
業
補
助
金
の
ご
案
内

　

□市
商
工
課

　

雇
用
の
安
定
と
労
働
力
の
質

的
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
新
た

な
技
能
・
資
格
な
ど
を
取
得
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
技
能
取
得

教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
居
住
す
る
人
で
、

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

高
齢
受
給
者
証
の
更
新
の
ご
案
内

□市
保
険
年
金
課

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
人
に
は
、
保
険
証

の
ほ
か
に
高
齢
受
給
者
証
を
交
付
し
て

い
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者

証
は
、
７
月
31
日
㈫
以
降
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
７
月
に
送

付
し
ま
す
。
８
月
に
な
っ
て
も
、
新
し

い
高
齢
受
給
者
証
が
届
か
な
い
と
き
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先		

保
険
年
金
課
☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
21-

２
２
２

０
番

電
気
使
用
安
全
月
間

８
月
１
日
㈬
～
同
31
日
㈮

　　　　　関
西
電
気
保
安
協
会　

　

経
済
産
業
省
で
は
、
夏
場
に
電
気
事

故
が
多
く
発
生
す
る
た
め
、
毎
年
８
月

を
「
電
気
使
用
安
全
月
間
」
と
定
め
、電

気
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
全
国
的
な
運
動

を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
い
ま
一
度
、
身
の
ま
わ
り

の
電
気
安
全
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

※
電
気
の
使
用
安
全
に
つ
い
て
無
料
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

一
般
財
団
法
人
関
西

電
気
保
安
協
会
滋
賀
支
店
彦
根
営

業
所
☎
23-

０
３
５
４
番
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.ksdh.or.jp/

相
続
ま
た
は
贈
与
等
に
係
る

保
険
年
金
の
保
険
金
受
取
人
等

に
対
す
る

「
個
人
住
民
税
の
特
別
給
付
金
」

の
支
給
申
請
の
ご
案
内

□市
税
務
課

　

平
成
22
年
７
月
の
最
高
裁
判
決

を
受
け
て
、
遺
族
が
相
続
な
ど
で

年
金
と
し
て
受
給
す
る
生
命
保
険

金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
。

　

過
去
５
年
以
内
の
各
年
分
は
、

こ
れ
ま
で
「
所
得
税
」（
税
務
署
）

お
よ
び
「
住
民
税
（
市
・
県
民
税
）」

（
市
役
所
）
の
還
付
を
、
申
告
に
基

づ
き
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
税
務
署
は
、

過
去
５
年
を
超
え
る
年
分
に
つ
い

て
も
、
平
成
12
年
分
以
後
の
各
年

分
を
対
象
と
し
て
、
納
め
過
ぎ
と

な
っ
て
い
る
所
得
税
に
相
当
す
る

額
を
特
別
還
付
金
と
し
て
支
給
す

る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。（
詳
し

く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）

　

そ
こ
で
、
彦
根
市
で
も
平
成
13

年
度（
平
成
12
年
分
の
所
得
）以
後
の

「
住
民
税
」で
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て

い
る
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、「
個

人
住
民
税
の
特
別
給
付
金
」
と
し

て
支
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

対
象

　

保
険
年
金
所
得
に
対
す
る
取
り

扱
い
の
変
更
に
伴
い
、
彦
根
市
に

納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い
る
個
人
住

民
税
相
当
額
を
有
す
る
人

対
象
年
度

　

平
成
12
年
分（
平
成
13
年
度
課
税
）

以
後
、
過
去
５
年
間
を
経
過
し
た

こ
と
に
よ
り
、
地
方
税
法
で
還
付

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
年
度

※
彦
根
市
以
外
で
課
税
さ
れ
て
い

る
年
分
は
対
象
外
で
す
。

必
要
書
類
な
ど

　

申
請
書
の
提
出
時
に
、
次
の
書

類
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
彦
根
市
の
審
査
に
必
要
な
書
類
は
コ

ピ
ー
を
頂
戴
し
ま
す
）

▼
所
得
税
の
特
別
還
付
金
の
支
給

決
定
等
通
知
書

▼
所
得
税
の
特
別
還
付
金
の
額
の

計
算
明
細
書

▼
保
険
証
券
の
写
し

▼
（
申
請
者
が
相
続
人
で
あ
る
場
合
）

相
続
人
代
表
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

▼
印
鑑
（
認
印
可
）

▼
税
務
署
に
提
出
し
た
「
特
別
還

付
金
」
の
請
求
書
控
え

　

次
の
書
類
は
手
元
に
あ
れ
ば
、

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
署
へ
の
請
求
時
に
添
付
し

た
特
別
還
付
金
の
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
金
額
そ
の
他
の
事

項
を
証
明
す
る
書
類	

▼
対
象
と
な
る
保
険
年
金
の
受
給

額
お
よ
び
受
給
期
間
な
ど
が
分

▼
不
安
定
な
職
業
に
従
事
し
て
い

る
、
ま
た
は
離
職
中
で
あ
る
人

で
、
訓
練
で
新
た
に
技
能
な
ど

を
取
得
し
、
安
定
し
た
職
業
に

就
く
こ
と
を
希
望
す
る
人

▼
職
業
安
定
法
に
基
づ
く
公
共
職

業
安
定
所
の
公
共
職
業
訓
練
の

あ
っ
せ
ん
を
受
け
て
い
な
い
人

▼
雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
教
育
訓

練
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当

し
な
い
人

▼
国
の
求
職
者
支
援
制
度
の
訓

練
・
生
活
支
援
給
付
金
を
受
け

て
い
な
い
人

▼
申
請
時
点
で
年
収
見
込
み
が
２

０
０
万
円
以
下
の
人

▼
過
去
に
こ
の
制
度
に
よ
る
補
助

金
を
受
給
し
て
い
な
い
人

補
助
対
象
と
な
る
訓
練

⑴
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教

育
訓
練
講
座

⑵
そ
の
他
、
市
長
が
適
当
と
認
め

る
訓
練

①
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能

講
習
（
最
大
荷
重
１
ｔ
以
上
）

②
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転

技
能
講
習
（
つ
り
上
げ
荷
重
５

ｔ
以
上
）

③
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転

技
能
講
習
（
つ
り
上
げ
荷
重
１

～
５
ｔ
未
満
）

④
玉
掛
技
能
講
習
（
つ
り
上
げ
荷

重
１
ｔ
以
上
の
ク
レ
ー
ン
等
）

⑤
高
所
作
業
車
運
転
技
能
講
習

（
作
業
床
の
高
さ
10
ｍ
以
上
）


